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は
じ
め
に

秦
の
始
皇
帝
の
子
で
あ
る
胡
亥
は
中
国
史
上
二
番
目
の
皇
帝
で
、
後

世
に
は

｢

秦
二
世｣

[

以
下
、
二
世
皇
帝]

と
呼
び
習
わ
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
世
紀
半
ば
以
前
、
人
び
と
の
も
つ
二
世
皇
帝
の
イ
メ
ー
ジ
は
完
全

に

『

史
記』

に
依
拠
し
て
い
た
。『

史
記』

に
よ
れ
ば
、
始
皇
帝
は
最

後
の
巡
幸
中
に
突
如
亡
く
な
り
、
趙
高
は
機
に
乗
じ
て
李
斯
と
密
謀
し
、

詔
を
偽
っ
て
胡
亥
を
二
世
皇
帝
と
し
て
擁
立
し
た

[

以
下
、
胡
亥
詐
立

説]

。
二
世
皇
帝
は
残
虐
で
愚
か
で
あ
り
、
趙
高
を
重
用
し
、
法
律
と

刑
罰
を
さ
ら
に
苛
烈
に
し
、
諸
々
の
公
子
と
将
相
・
名
臣

(

た
と
え
ば

蒙
恬
兄
弟
・
李
斯
・
馮
去
疾
等)

を
誅
殺
し
た
。
か
れ
は
秦
の
政
治
を

極
限
ま
で
苛
烈
な
も
の
に
し
、
そ
れ
が
秦
の
滅
亡
を
招
い
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、『

史
記』

が
編
纂
さ
れ
た
の
は
、
秦
滅
亡
後
一
〇
〇
年
以

上
が
経
過
し
た
あ
と
の
こ
と
で
あ
る
。『

史
記』

の
撰
者
が
、
秦
史
を

記
述
す
る
さ
い
に
参
照
で
き
た
秦
の
編
年
史

『

秦
紀』

は
た
い
へ
ん
簡

略
だ
っ
た
た
め
、
か
れ
は
私
的
な
著
述
や
口
頭
伝
承
を
広
く
採
用
せ
ざ

る
を
え
ず
、
異
説
の
な
か
か
ら
取
舍
選
択
し
、
つ
ぎ
は
ぎ
し
て
統
合
し
、

｢

一
家
之
言｣

と
し
て
ま
と
め
た
。
そ
の
な
か
の
宮
廷
内
の
陰
謀
や
君

臣
の
密
談
は
、
も
と
よ
り
現
場
の
記
録
で
あ
る
は
ず
も
な
く
、
疑
念
を

抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
呂
思
勉
は
、『

秦
漢
史』

(

一

九
四
七
年
初
版)

で
、
政
治
の
情
理
や
古
書
の
体
裁
に
も
と
づ
い
て
、

｢

史
書
の
伝
え
る
李
斯
と
趙
高
に
よ
る
廃
立
の
事
は
、
必
ず
し
も
事
実

で
は
な
い｣

と
断
言
し
、｢

李
斯
列
伝
に
記
さ
れ
た
趙
高
の
陰
謀
や
二

世
皇
帝
の
詔
、
李
斯
の
書
簡
は
、
み
な
当
時
の
実
録
で
は
な
い｣

と
し

た

(

１)

。
宮
崎
市
定
も
一
九
七
七
年
に
発
表
し
た
論
文
で
、
李
斯
列
伝
に
お

け
る
沙
丘
の
陰
謀
や
、
李
斯
の
獄
中
か
ら
の
上
書
な
ど
は
み
な
架
空
の

創
作
だ
と
し
た

(

２)
。
だ
が
、
当
時
は

『

史
記』

の
記
述
を
検
証
し
う
る
同
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時
代
史
料
は
何
も
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
呂
思
勉
や
宮
崎
市
定
は
中

日
両
国
が
認
め
る
歴
史
学
の
大
家
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ

ら
の
見
解
は
大
き
な
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
。

だ
が
こ
こ
数
十
年
、
出
土
し
た
簡
牘
や
帛
書
に
秦
の
二
世
皇
帝
に
か

ん
す
る
資
料
が
散
見
し
、『

史
記』

の
記
述
と
一
致
ま
た
は
類
似
し
て

い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
大
き
く
異
な
る
も
の
も
あ
る
。
な
か
で
も
後
者

の
例
と
し
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
北
京
大
学
蔵
前
漢
竹
書

｢

趙
正

書｣

に
始
皇
帝
が
臨
終
前
に
胡
亥
を
後
継
者
と
し
て
立
て
た
と
の
記
載

が
あ
り
、
そ
れ
は

『

史
記』
が
偽
詔
に
も
と
づ
い
て
胡
亥
が
擁
立
さ
れ

た
と
す
る
の
と
ま
っ
た
く
異
な
り

(

３)
、
学
界
に
大
き
な
議
論
を
引
き
起
こ

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は

｢

趙
正
書｣

に
触
発
さ
れ
、
と
く
に

『

史
記』

が
ど
の
よ
う
に
二
世
皇
帝
や
秦
の
滅
亡
を
記
述
し
て
い
る
の

か
に
注
目
し
、
い
く
つ
か
の
論
文
を
発
表
し
て
き
た

(

４)

。
こ
れ
ら
の
論
文

で
は
、
二
世
皇
帝
の
イ
メ
ー
ジ
が

『

史
記』

と
出
土
文
献
で
ど
う
異
な

る
か
に
言
及
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
主
題
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
の

問
題
を
体
系
的
に
探
る
こ
と
は
ま
だ
し
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
こ

の
点
を
補
完
す
べ
く
、
胡
亥
が
生
前
に
後
継
者
に
指
名
さ
れ
た
か
ど
う

か
と
、
二
世
皇
帝
が
即
位
後
に
行
っ
た
施
策
、
そ
し
て
か
れ
の
漢
代
に

お
け
る
歴
史
的
位
置
づ
け
の
三
点
に
つ
い
て
、『

史
記』

と
出
土
文
献

の
記
述
を
比
較
し
た
い
。
出
土
文
献
と

『

史
記』

の
時
代
的
前
後
関
係

や
内
容
の
違
い
は
、『

史
記』

の
編
纂
方
法
や
思
想
的
傾
向
を
探
る
新

た
な
手
が
か
り
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
漢
代
の
人

び
と
が
秦
史
を
い
か
に
認
識
し
、
そ
の
認
識
が
ど
う
変
化
し
て
い
っ
た

の
か
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
助
け
に
な
ろ
う
。

第
一
節

胡
亥
は
始
皇
帝
の
生
前
か
ら

後
継
者
指
名
さ
れ
て
い
た
か

『

史
記』

秦
始
皇
本
紀
に
は
、
始
皇
帝
死
後
に
趙
高
・
胡
亥
・
李
斯

の
三
人
が
沙
丘
で
密
謀
し
、
偽
詔
を
発
し
て
長
子
扶
蘇
に
自
害
を
命
じ
、

胡
亥
を
擁
立
し
た
事
件
の
概
要
が
記
さ
れ
て
い
る

(

５)

。
李
斯
列
伝
は
、
趙

高
が
い
か
に
胡
亥
と
李
斯
を
順
番
に
説
得
し
て
計
略
に
従
わ
せ
た
か
を

千
数
百
字
に
わ
た
っ
て
細
か
く
記
述
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
胡

亥
と
李
斯
は
ど
ち
ら
も
も
と
も
と
偽
詔
に
強
く
反
対
し
て
い
た
が
、
趙

高
は
扶
蘇
が
即
位
し
、
蒙
恬
が
権
力
を
握
る
こ
と
が
胡
亥
と
李
斯
の
脅

威
に
な
る
と
強
調
し
、
か
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
説
得
し
た
と
い
う

(

６)

。
容
易

に
想
像
し
う
る
よ
う
に
、
か
か
る
密
謀
に
他
人
が
立
ち
会
う
こ
と
な
ど

な
く
、
当
事
者
も
口
外
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
具

体
的
な
言
辞
は
明
ら
か
に
、
後
世
の
人
び
と
が
憶
測
に
も
と
づ
い
て
作

り
上
げ
た
も
の
で
あ
る

(

７)

。

注
目
す
べ
き
は
、
秦
始
皇
本
紀
の
当
該
事
件
に
関
連
す
る
記
載
が
、

李
斯
列
伝
の
対
話
前
後
の
事
件
背
景
の
説
明
と
文
言
を
少
な
か
ら
ず
共

有
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
以
下
の
表
で
は
、
そ
れ
を
灰
色
マ
ー
カ
ー
で

示
す
。

こ
の
よ
う
な
秦
始
皇
本
紀
と
李
斯
列
伝
の
類
似
性
か
ら
推
せ
ば
、
両

者
の
文
章
は
同
一
史
料
を
別
々
に
書
き
改
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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重
複
を
避
け
る
た
め
、
秦
始
皇
本
紀
で
は
、
三
人
の
対
話
や
、
扶
蘇
が

受
け
取
っ
た
詔
書
の
内
容
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
李
斯
列
伝
で

は
、
背
景
説
明
が
短
く
さ
れ
て
お
り
、｢

李
斯
以
爲
上
在
外
崩｣

の
一

段
が
後
方
に
移
さ
れ
て
い
る
。
か
り
に
背
景
説
明
部
分
と
後
世
に
つ
く

ら
れ
た
三
人
の
対
話
が
同
じ
原
資
料
に
基
づ
く
な
ら
、
そ
れ
が
信
頼
で

き
る
記
録
に
基
づ
く
可
能
性
も
比
較
的
低
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

『

史
記』

に
は
さ
ら
に

｢

胡
亥
詐
立
説｣

に
不
利
な
記
述
も
残
さ
れ

て
い
る
。
秦
始
皇
本
紀
に
は
、
秦
始
皇
三
七
年
の
最
後
の
巡
行
時
に
、

少
子
胡
亥
愛
慕
請
從
、
上
許
之

(

子
の
胡
亥
が
ぜ
ひ
従
い
た
い
と

懇
願
し
、
皇
帝
が
こ
れ
を
許
可
し
た)

。

と
あ
る

[

引
用
史
料
の
日
本
語
訳
は
以
下
、訳
者
が
参
考
ま
で
に
付
し

た
も
の
で
あ
る]

。
始
皇
帝
の
子
で
巡
行
に
同
行
し
た
例
は
ほ
か
に
み

え
ず
、
胡
亥
の
願
い
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
は
、
か
れ
が
始
皇
帝
と
と
く

に
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
。
雷
依
群
は
、
始
皇
帝
が
つ

と
に
胡
亥
を
目
に
か
け
、
そ
の
能
力
を
育
て
る
た
め
に
意
図
的
に
側
に

置
い
て
い
た
と
さ
え
考
え
て
い
る
。
雷
依
群
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
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⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 番
号

…
…
行
從
直
道
至
咸
陽
、
發
喪
。
太
子
胡
亥
襲
位
、
爲
二
世
皇
帝
。

趙
高
故
嘗�
胡
亥
書
及
獄
律
令
法
事
、
胡
亥
私
幸
之
。
高
乃
与
公
子
胡

亥
・
丞
相
斯
陰
謀
、
破
去
始
皇
所
封
書
賜
公
子
扶
蘇
者
、
而
更
詐
爲
丞

相
斯
受
始
皇
遺
詔
沙
丘
、
立
子
胡
亥
爲
太
子
。
更
爲
書
賜
公
子
扶
蘇
・

蒙
恬
、
數
以
罪
、
賜
死
。
語
具
在
李
斯
伝
中
。

②
参
照
。

独
子
胡
亥
・
趙
高
及
所
幸
宦
者
五
六
人
知
上
死
。

丞
相
斯
爲
上
崩
在
外
、
恐�
公
子
及
天
下
有
変
、
乃
祕
之
、
不
發
喪
。

棺
載�
涼
車
中
、
故
幸
宦
者
參
乘
、
所
至
上
食
・
百
官
奏
事
如
故
、
宦

者
輒
從�
涼
車
中
可
其
奏
事
。

上
病�
甚
、
乃
爲
璽
書
賜
公
子
扶
蘇
曰

｢

與
喪
會
咸
陽
而
葬｣

。
書
已

封
、
在
中
車
府
令
趙
高
行
符
璽
事
所
、
未
授
使
者
。
七
月
丙
寅
、
始
皇

崩
于
沙
丘
平
台
。

秦
始
皇
本
紀

至
咸
陽
、
發
喪
、
太
子
立
爲
二
世
皇
帝
。

于
是
乃
相
與
謀
、
詐
爲
受
始
皇
詔
丞
相
、
立
子
胡
亥
爲
太
子
。
更
爲
書

賜
長
子
扶
蘇
曰

｢

…
…
扶
蘇
爲
人
子
不
孝
、
其
賜
劍
以
自
裁
。
將
軍
恬

與
扶
蘇
居
外
、
不
匡
正
、
宜
知
其
謀
。
爲
人
臣
不
忠
、
其
賜
死
。
…
…｣

。

封
其
書
以
皇
帝
璽
、
遣
胡
亥
客
奉
書
賜
扶
蘇
于
上
郡
。
…
…
使
者
還
報
、

胡
亥
・
斯
、
高
大
喜
。

李
斯
以
爲
上
在
外
崩
、
無
眞
太
子
、
故
祕
之
。
置
始
皇
居�

涼
車
中
、

百
官
奏
事
・
上
食
如
故
、
宦
者
輒
從�

涼
車
中
可�
奏
事
。

書
及
璽
皆
在
趙
高
所
、
独
子
胡
亥
・
丞
相
李
斯
・
趙
高
及
幸
宦
者
五
六

人
知
始
皇
崩
、
餘
羣
臣
皆
莫
知
也
。

④
参
照
。

其
年
七
月
、
始
皇
帝
至
沙
丘
、
病
甚
、
令
趙
高
爲
書
賜
公
子
扶
蘇
曰

｢

以
兵
屬
蒙
恬
、
與
喪
會
咸
陽
而
葬｣

。
書
已
封
、
未
授
使
者
、
始
皇
崩
。

李
斯
列
伝



『

史
記』

蒙
恬
列
伝
所
載
の
蒙
毅
の
言
を
挙
げ
る
。

…
…
太
子
獨
從
周
旋
天
下
、
去�
公
子
絶
遠
、
臣
無
所
疑
矣
。
夫

先
主
之
舉
用
太
子
、
數
年
之
積
也

(

太
子
胡
亥
の
み
天
下
を
巡
り
、

ほ
か
の
公
子
を
遠
く
隔
て
て
お
ら
れ
、
臣

(

蒙
毅)

は
当
然
と
考

え
ま
す
。
先
帝
が
太
子
を
重
用
し
た
の
は
、
数
年
に
わ
た
る
も
の

で
し
た)
。

こ
れ
よ
り
雷
依
群
は
、
当
時
の
大
臣
が
す
で
に
胡
亥
を
後
継
者
に
立
て

ん
と
す
る
始
皇
帝
の
意
図
を
見
抜
い
て
い
た
と
わ
か
る
と
す
る

(

８)

。

も
ち
ろ
ん
蒙
毅
の
言
も
創
作
か
も
し
れ
な
い
が
、
胡
亥
が
巡
行
に
随

行
し
た
こ
と
は
事
実
で
、
し
か
も
私
見
で
は
、
そ
れ
は
一
度
だ
け
で
は

な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
秦
始
皇
本
紀
は
秦
始
皇
二
八
年
の
琅�邪
台

刻
石
に
記
さ
れ
た
随
行
者
名
を
以
下
の
と
お
り
記
録
し
て
い
る
。

列
侯
武
城
侯
王
離
・
列
侯
通
武
侯
王
賁
・
倫
侯
建
成
侯
趙
亥
・
倫

侯
昌
武
侯
成
・
倫
侯
武
信
侯
馮
毋
擇
・
丞
相
隗
状
・
丞
相
王
綰
・

卿
李
斯
・
卿
王
戊
・
五
大
夫
趙
嬰
・
五
大
夫
楊
樛
從
、
與
議
于
海

上

(

列
侯
武
城
侯
の
王
離
・
列
侯
通
武
侯
の
王
賁
・
倫
侯
建
成
侯

の
趙
亥
・
倫
侯
昌
武
侯
の
成
・
倫
侯
武
信
侯
の
馮
毋
擇
・
丞
相
の

隗
状
・
丞
相
の
王
綰
・
卿
の
李
斯
・
卿
の
王
戊
・
五
大
夫
の
趙
嬰
・

五
大
夫
の
楊
樛
が
随
行
し
、
い
っ
し
ょ
に
海
上
で
議
論
し
た

(

９))

。

こ
こ
で
、
建
成
侯
趙
亥
の
名
が
倫
侯
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ

(�)
、
当
時
の
丞

相
・
諸
卿
よ
り
上
位
で
あ
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。
彼
が
始
皇
帝
趙
正
と

同
じ
く

｢

趙
氏｣

を
名
乗
っ
て
い
る
点
か
ら
み
る
と
、
か
れ
は
明
ら
か

に
帝
室
の
近
親
者
で
あ
り
、
そ
の
最
有
力
候
補
は
胡
亥
で
あ
る
。
も
し

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
胡
亥
は
わ
ず
か
一
二
歳
で
早
く
も
東
方
巡
行
に

随
行
し
た
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
秦
始
皇
三
七
年
の
最
後
の
巡
行
に

か
れ
が
同
行
し
た
の
も
偶
然
で
は
な
く
、
先
例
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
上
記
随
行
者
名
の
な
か
に
は
、
さ
ら
に
二
人
の
趙
姓
の
宗
族
が
い

る
。
ひ
と
り
は
昌
武
侯
成
で
、
彼
も
趙
姓
の
は
ず
で
あ
り
、
直
前
に

｢

趙
亥｣

と
あ
る
た
め

｢

趙｣

の
字
が
省
略
さ
れ
て
い
る

(�)

。
も
う
ひ
と

り
は
五
大
夫
の
趙
嬰
で
、
爵
位
が
五
大
夫
で
あ
っ
て
ま
だ
卿
に
な
っ
て

い
な
い
た
め
、
始
皇
帝
の
直
系
親
族
で
な
く
、
の
ち
の
秦
王
子
嬰
の
可

能
性
が
あ
る
。
胡
亥
が
随
行
者
や
宗
族
の
な
か
で
き
わ
立
っ
た
地
位
を

占
め
て
い
た
点
も
、
か
れ
が
始
皇
帝
期
に
特
別
な
地
位
を
占
め
、
つ
と

に
後
継
者
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
し
め
す
。

さ
ら
に
北
大
漢
簡

｢

趙
正
書｣

の
出
現
に
よ
り
、『

史
記』

と
は
ま
っ

た
く
異
な
る
も
う
一
つ
の
物
語
が
と
う
と
う
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。｢

趙
正
書｣

に
よ
る
と
、
始
皇
帝
は
巡
行
中
に
柏
人
で
病
に
倒
れ
、

関
中
へ
急
ぎ
戻
ろ
う
と
し
た
が
、
途
中
で
も
た
な
い
と
自
覚
し
、
随
行

中
の
丞
相
李
斯
ら
に
後
継
者
選
び
に
つ
い
て
協
議
さ
せ
た
。
一
通
り
の

辞
退
と
弁
明
を
へ
て
、
李
斯
と
御
史
大
夫
馮
去
疾
ら
は
最
終
的
に

｢

請

立
子
胡
亥
爲
代
後

(

子
胡
亥
を
後
継
者
と
し
て
立
て
る
よ
う
に)｣

と

上
奏
し
、
始
皇
帝
は
同
意
し
て

｢

可｣

と
言
い
、
間
も
な
く
亡
く
な
っ

た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
胡
亥
は
始
皇
帝
の
生
前
に
指
名
さ
れ
た
正
統
な

後
継
者
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

だ
が

｢
趙
正
書｣

に
は
、
二
世
皇
帝
即
位
の
過
程
を
理
解
す
る
史
料

と
し
て
、
明
ら
か
な
欠
陥
も
あ
る
。
筆
者
は
論
文
で
、｢

趙
正
書｣

の
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性
質
を

｢

小
説
家｣

の
言
説
と
位
置
づ
け
、
当
時
流
行
し
て
い
た

｢

事

語｣

体
裁
を
借
用
し
、
多
く
の
物
語
の
断
片
を
切
り
取
り
、
寄
せ
集
め

て
で
き
た
も
の
で
あ
り
、
君
主
に
諌
言
を
聞
き
い
れ
る
よ
う
戒
め
る
た

め
の
も
の
だ
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
最
後
の

｢

胡
亥

所
謂
不
聽
間

(
諫)

者
、
立
三
年
而
身
死
國
亡

(

胡
亥
は
い
わ
ゆ
る
諫

言
を
聞
か
な
か
っ
た
者
で
あ
り
、
そ
の
た
め
即
位
三
年
で
自
ら
は
命
を

失
い
国
も
滅
び
た)｣
と
の
一
節
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。｢

趙
正
書｣

は

説
明
の
た
め
に
物
語
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
事
実
そ
の
も
の
の
真

偽
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
文
中
に
は
、
重
複

や
矛
盾
も
み
ら
れ
る

(�)
。

ゆ
え
に
先
学
の
多
く
は

｢

趙
正
書｣
の
性
質
を

『

史
記』

と
対
立
さ

せ
、『

史
記』

は

｢

職
業
史
官｣

の
手
に
な
る
｢

信
史｣

で
あ
り
、
そ

の
史
料
的
価
値
は

｢

趙
正
書｣

の
ご
と
き
虚
構
的
な

｢

小
説
家｣

の
言

を
大
き
く
越
え
る
も
の
だ
と
す
る

(�)
。
だ
が
、
筆
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
も

検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。｢

趙
正
書｣

と

『

史
記』

の
あ
い
だ
に
は
明

ら
か
な
違
い
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
両
者
は
ま
た
多
く
の
出
所
が
同
じ

テ
キ
ス
ト
を
共
有
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち

｢『

史
記』

の
編
纂
過
程
を

遡
る
と
、『

史
記』

が
依
拠
な
い
し
抄
録
し
た
大
量
の
原
資
料
が
も
と

よ
り

｢

趙
正
書｣

と
性
質
的
に
似
て
お
り
、
あ
る
い
は
内
容
が
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
っ
た
と
容
易
に
考
え
ら
れ
る

(�)｣

。
よ
っ
て

『

史
記』

の
記
述
に

つ
い
て
は
、
原
資
料
に
遡
っ
て
分
析
し
て
そ
の
価
値
を
評
価
す
る
必
要

が
あ
り
、
後
世
に
お
い
て

『

史
記』

が

｢

正
史｣

と
位
置
づ
け
ら
れ
た

か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で

『

史
記』

を

｢

信
史｣

だ
と
み
な
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
の
一
方
で
、｢

小
説
家｣

の
言
と
さ
れ
る

｢

趙
正

書｣

も
、
じ
つ
は

『

史
記』

と
多
く
の
テ
キ
ス
ト
を
共
有
し
て
お
り
、

す
べ
て
が
史
実
を
歪
曲
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま

た
そ
う
す
る
必
要
も
な
い
。｢

趙
正
書｣

は
冒
頭
で
始
皇
帝
を

｢

秦
王

趙
正｣

と
よ
ん
で
帝
位
を
認
め
ず
、
秦
朝
を
擁
護
す
る
意
図
は
明
ら
か

に
な
い
。
胡
亥
が
始
皇
帝
の
生
前
に
後
継
者
に
指
名
さ
れ
た
と
い
う
記

載
は
、
物
語
の
主
旨
に
と
っ
て
何
ら
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
お
ら
ず
、

作
者
が
意
図
的
に
胡
亥
詐
立
説
と
異
な
る
新
し
い
故
事
を
作
り
出
そ
う

と
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
当
時
流
行
し
て
い
た
異
説
、
つ
ま

り
別
の
歴
史
的
記
憶
を
採
用
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ま
や
ど
ち

ら
が
妥
当
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も

｢

趙
正

書｣

が
史
実
を
反
映
し
て
い
る
程
度
は
、
胡
亥
詐
立
説
に
劣
ら
な
い
と

は
い
え
よ
う
。

胡
亥
詐
立
説
は
お
そ
ら
く
史
実
で
は
な
い
が
、
こ
の
説
が
広
ま
っ
た

こ
と
は
、
二
世
皇
帝
の
継
承
に
関
す
る
正
統
性
が
危
機
に
直
面
し
て
い

た
こ
と
を
反
映
す
る
。『

史
記』

陳
渉
世
家
に
は
、
陳
勝
が
挙
兵
時
に

呉
広
と
こ
う
相
談
し
た
と
あ
る
。

吾
聞
二
世
少
子
也
、
不
當
立
、
當
立
者
乃
公
子
扶
蘇
。
…
…
今
誠

以
吾
衆
詐
自
稱
公
子
扶
蘇
・
項
燕
、
爲
天
下
唱
、
宜
多
應
者

(

聞

い
た
と
こ
ろ
、
二
世
は

｢

少
子｣

で
あ
り
、
即
位
す
る
べ
き
で
は

な
く
、
ほ
ん
ら
い
即
位
す
べ
き
は
公
子
扶
蘇
で
す
。
…
…
い
ま
私

た
ち
が
扶
蘇
公
子
や
項
燕
を
詐
称
し
、
天
下
に
呼
び
か
け
れ
ば
、

多
く
の
者
が
呼
応
す
る
で
し
ょ
う

(�))
。
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こ
れ
は
後
世
の
記
録
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
虚
構
の
可
能
性
も
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
部
分
的
な
事
実
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
陳
勝
・
呉

広
の
挙
兵
は
当
時
広
く
知
ら
れ
た
大
事
件
だ
っ
た
。
挙
兵
当
初
、
か
れ

ら
が
二
世
皇
帝
即
位
の
正
統
性
を
疑
問
視
し
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、

扶
蘇
や
項
燕
の
名
を
詐
称
し
て
天
下
に
呼
び
か
け
た
こ
と
は
当
然
広
く

知
ら
れ
た
は
ず
で
、
完
全
な
る
虚
構
に
よ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
筆
者

は
か
つ
て

『

史
記』
に
見
え
る

｢

沙
丘
密
謀｣

物
語
は
、
反
秦
勢
力
が

扇
動
に
利
用
し
た
胡
亥
詐
立
の
噂
を
も
と
に
経
緯
や
筋
を
加
え
て
次
第

に
発
展
し
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
だ
と
推
測
し
た
こ
と
が
あ
る

(�)
。
こ
こ

で
さ
ら
に
指
摘
す
べ
き
は
、
陳
勝
・
呉
広
ら
の
人
々
が
挙
兵
前
か
ら
、

胡
亥
が
不
当
に
即
位
し
た
と
噂
に
聞
い
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
話
が
す

で
に
民
間
に
広
く
流
布
し
て
お
り
、
民
衆
の
認
識
に
影
響
を
与
え
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
情
報
源
を
た
ど
る
と
、
も
っ
と
も
可
能
性
が

高
い
の
は
咸
陽
の
宮
廷
で
あ
る
。
秦
の
朝
臣
や
貴
族
の
一
部
は
、
始
皇

帝
が
咸
陽
で
正
式
な
儀
式
を
行
い
、
後
継
者
を
公
に
指
名
す
る
ま
え
に

崩
御
し
た
た
め
、
胡
亥
即
位
に
疑
念
・
不
満
を
抱
い
た
。
か
か
る
疑
念

が
東
方
の

｢

新
地｣

に
伝
わ
り
、
六
国
の
人
び
と
は
文
化
的
・
心
理
的

に
嫡
長
子
制
に
慣
れ
て
い
た
た
め
に
そ
の
疑
念
が
さ
ら
に
拡
大
し
、
流

言
と
な
っ
て
広
く
流
布
し
た
。
こ
の
よ
う
な
流
言
が
二
世
皇
帝
の
地
位

継
承
を
脅
か
し
た
の
で
あ
り
、
二
世
皇
帝
が
即
位
後
に
み
せ
た
異
常
行

動
の
数
々
も
、
か
れ
が
直
面
し
て
い
た
正
統
性
の
危
機
を
し
め
す
も
の

と
解
釈
で
き
る
。

第
二
節

秦
の
二
世
が
即
位
後
に
取
っ
た
施
策

周
知
の
と
お
り
、
二
世
皇
帝
は
即
位
後
、
一
連
の
異
常
で
残
酷
な
施

策
を
実
行
し
た
。『

史
記』

と

｢

趙
正
書｣

は
胡
亥
の
帝
位
継
承
過
程

に
つ
い
て
ま
っ
た
く
異
な
る
記
述
を
し
て
い
る
が
、
か
れ
の
施
策
に
関

す
る
記
述
は
相
当
類
似
し
て
い
る
。『

史
記』

秦
始
皇
本
紀
に
は
こ
う

あ
る
。更

爲
書
賜
公
子
扶
蘇
・
蒙
恬
、
數
以
罪
、
其
賜
死
。
…
…
乃
行
誅

大
臣
及�
公
子
、
以
罪
過
連
逮
少
近
官
。
三�
無
得
立
者
、
而
六

公
子
戮
死
於
杜
。
…
…
宗
室
振
恐

(

胡
亥
は
公
子
扶
蘇
と
蒙
恬
に

書
状
を
送
り
、
そ
の
罪
を
責
め
、
彼
ら
に
死
を
賜
っ
た
。
…
…
さ

ら
に
大
臣
や
公
子
た
ち
を
処
刑
し
、
小
官
や
近
侍
の
官
を
連
座
さ

せ
た
。
三
郎
官
は
罪
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
六
人
の
公
子

は
杜
で
殺
さ
れ
た
。
…
…
宗
族
は
恐
怖
に
震
え
た

(�))

。

｢

趙
正
書｣

に
は
こ
う
あ
る
。

王
死
而
胡
亥
立
、
即
殺
其
兄
夫(

扶)

胥(

蘇)

・
中
尉
恬
。
…
…

因
夷
其
宗
族
、
壞
其
社
稷
、
燔
其
律
令
及
古

(

故)

世
之
藏

(

秦

王

(

始
皇
帝)

が
死
に
、
胡
亥
が
即
位
す
る
と
、
兄
の
扶
蘇
と
中

尉
蒙
恬
を
殺
し
た
。
…
…
そ
こ
で
宗
族
を
皆
殺
し
に
し
、
社
稷
を

破
壊
し
、
そ
の
律
令
や
古
記
録
を
焼
き
尽
く
し
た)

。

両
史
料
と
も
、
二
世
皇
帝
が
即
位
後
、
長
兄
扶
蘇
と
公
子
ら
を
殺
し
、

扶
蘇
が
信
頼
し
て
い
た
地
位
の
高
い
名
将
の
蒙
恬
・
蒙
毅
兄
弟
を
処
刑

― 7―



し
た
と
し
る
す

(�)
。
も
し
こ
れ
ら
を
史
実
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
親
族
・

重
臣
の
殺
戮
は
史
上
稀
な
こ
と
で
あ
り
、
ふ
つ
う
は
最
高
権
力
を
め
ぐ

る
争
い
の
な
か
で
の
み
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
の
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
れ
よ
り
胡
亥
の
目
的
は
、
潜
在
的
な
競
争
相
手
と
そ
の
派
閥
を

排
除
し
、
正
統
性
に
疑
義
を
呈
さ
れ
て
い
る
自
ら
の
帝
位
を
固
め
る
こ

と
に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
始
皇
本
紀
で
は
、
胡
亥
は
即
位
後
に
、

陰
與
趙
高
謀
曰

｢
大
臣
不
服
、
官
吏
尚
彊
、
及�
公
子
必
與
我
爭
、

爲
之
奈
何｣

(

密
か
に
趙
高
と
謀
り
、｢

大
臣
は
従
わ
ず
、
官
吏
は

ま
だ
強
く
、
公
子
た
ち
は
必
ず
私
と
争
う
で
あ
ろ
う
が
、
一
体
ど

う
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か｣
と
い
っ
た)

。

と
の
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
趙
高
は
、

除
去
上
生
平
所
不
可
者

(

先
帝
が
生
前
に
不
可
と
し
た
者
を
排
除

な
さ
い
ま
せ)

。

賤
者
貴
之
、
貧
者
富
之
、
遠
者
近
之

(

身
分
の
低
い
者
を
高
位
に
、

貧
し
い
者
を
富
ま
し
、
遠
く
に
い
る
者
を
お
側
に
置
か
れ
ま
せ)

。

と
勧
め
た
。
胡
亥
は

｢

善｣

と
い
い
、｢

行
誅
大
臣
及�
公
子

(
大
臣

や
公
子
ら
を
処
刑)｣

し
た
。
こ
の
対
話
も
お
そ
ら
く
作
り
話
だ
が
、

胡
亥
の
意
図
に
は
お
お
む
ね
合
致
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
大
量
の
殺
戮

は
、
正
統
性
の
危
機
に
瀕
し
た
胡
亥
の
対
応
策
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

二
世
皇
帝
が
即
位
後
に
と
っ
た
他
の
施
策
に
つ
い
て
は
、『

史
記』

と
出
土
簡
帛
か
ら
も
相
互
検
証
し
う
る
。

第
一
に
、
二
世
皇
帝
は
そ
の
正
統
性
の
源
た
る
始
皇
帝
を
き
わ
め
て

尊
崇
し
て
い
た
。『

史
記』

秦
始
皇
本
紀
に
よ
る
と
、
胡
亥
は
即
位
直

後
に
、令

羣
臣
議
尊
始
皇
廟

(

群
臣
に
命
じ
て
始
皇
帝
の
廟
を
尊
ぶ
よ
う

議
論
さ
せ
た)

。

と
あ
り
、
最
終
的
に
は
始
皇
帝
廟
を

｢

帝
者
祖
廟｣

と
し
て
格
上
げ
し
、

秦
の
歴
代
先
王
を
超
え
、
唯
一
皇
帝
自
身
が
祭
祀
を
行
う
特
別
な
廟
と

し
て
恒
久
的
に
保
存
す
る
こ
と
を
決
定
し
た

(�)

。
ま
た
か
れ
は
、
秦
始
皇

が
建
立
し
た
刻
石
や
度
量
衡
の
標
準
器
の
銘
文
に
増
刻
す
る
よ
う
命
じ
、

後
世
の
皇
帝
の
行
い
と
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
、
始
皇
帝
の

｢

成
功

盛
徳｣

を
強
調
し
た
。『

史
記』

に
は
詔
書
全
文
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

皇
帝
曰

｢

金
石
刻
尽
始
皇
帝
所
爲
也
。
今
襲
号
而
金
石
刻
辞
不
称

始
皇
帝
、
其
于
久
遠
也
、
如
後
嗣
爲
之
者
、
不
稱
成
功
盛�｣

。

丞
相
臣
斯
・
臣
去
疾
・
御
史
大
夫
臣�
昧
死
言

｢

臣
請
具
刻
詔
書

刻
石
、
因
明
白
矣
。
臣
昧
死
請｣

。
制
曰

｢

可｣
(

皇
帝
は

｢

金
石

に
刻
ま
れ
た
も
の
は
全
て
始
皇
帝
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
帝

号
を
継
承
し
て
も
、
金
石
に
刻
ま
れ
た
辞
が
始
皇
帝
を
称
え
る
も

の
で
な
け
れ
ば
、
後
世
に
は
こ
れ
が
誰
に
よ
る
も
の
か
不
明
と
な

り
、
成
功
と
盛
徳
を
称
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る｣

と
い
っ
た
。

丞
相
李
斯
・
馮
去
疾
・
御
史
大
夫
徳
は

｢

詔
書
を
刻
石
に
刻
み
、

こ
れ
を
明
示
し
ま
す
。
恐
れ
な
が
ら
申
し
上
げ
ま
す｣

と
言
上
し

た
。
皇
帝
は

｢

可｣

と
し
た

(�))
。

こ
こ
か
ら
、
始
皇
帝
の
功
績
顕
揚
が
胡
亥
自
身
の
求
め
る
こ
と
で
、
大

臣
た
ち
は
具
体
的
方
案
を
補
っ
た
た
だ
け
だ
と
わ
か
る
。
こ
の
詔
書
は
、
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東
部
沿
岸
地
域
各
地
に
分
布
す
る
秦
始
皇
刻
石
に
追
加
的
に
刻
ま
れ
た

だ
け
で
な
く
、
当
時
用
い
ら
れ
た
度
量
衡
の
標
準
器
に
も
刻
ま
れ
、
広

く
流
布
し
た

(�)
。
こ
の
点
は
、
二
〇
一
三
年
に
湖
南
省
益
陽
兎
子
山
遺
跡

九
号
井
か
ら
出
土
し
た
秦
二
世
元
年
詔
書
木
牘
よ
り
裏
付
け
ら
れ
る
。

天
下
失
始
皇
帝
、
皆
惧
恐
悲
哀
甚
。
朕
奉
遺
詔
、
今
宗
廟
吏
及
著

以
明
至
治
大
功�
者
具
矣
。
律
令
當
除
定
者
卒
矣
。
以
元
年
、
與

黔
首
更
始
、
盡
爲
解
除
故
罪
、
令
皆
已
下
矣
。
朕
将
自
擾
天
下
吏
・

黔
首
。
其
具
行
事
、
毋
以
徭
賦
擾
黔
首
、
毋
以
細
物
苛
劾
縣
吏
。

亟
布

(

天
下
は
始
皇
帝
を
失
い
、
み
な
非
常
に
恐
れ
悲
し
ん
で
い

る
。
朕
は
遺
詔
を
受
け
、
い
ま
宗
廟
の
吏
と
始
皇
帝
の
大
功
徳
を

明
示
す
る
も
の
を
具
え
た
。
律
令
の
改
訂
は
完
了
し
た
。
元
年
を

も
っ
て
、
人
民
と
新
た
な
始
ま
り
を
迎
え
、
過
去
の
罪
を
す
べ
て

赦
免
し
、
そ
れ
ら
の
令
は
み
な
す
で
に
交
付
さ
れ
た
。
朕
は
自
ら

天
下
の
吏
や
人
民
を
撫
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
っ
か
り
と
と
り
は
か

ら
い
、
徭
賦
に
よ
っ
て
人
民
を
乱
す
こ
と
な
く
、
些
細
な
こ
と
で

県
吏
を
苛
責
し
て
は
な
ら
な
い
。
速
や
か
に
施
行
せ
よ

(�))
。

こ
こ
で
の

｢

今
宗
廟
吏
及
著
以
明
至
治
大
功
徳
者
具
俟｣

と
は
、
始
皇

帝
廟
建
設
と
金
石
刻
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
詔
書
の
発
布
が
元
年
歳
首

一
〇
月
で
あ
る
こ
と
は
、
当
該
事
業
が
改
元
前

(

つ
ま
り
胡
亥
即
位
後

二
〜
三
ヶ
月
の
う
ち)

に
実
行
さ
れ
た
こ
と
を
し
め
し
、
こ
れ
が
胡
亥

に
と
っ
て
最
重
要
課
題
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
に
、
二
世
皇
帝
は
始
皇
帝
の
行
動
・
政
策
を
模
倣
・
継
続
し
た
。

か
れ
は
始
皇
帝
の
巡
行
路
を
な
ぞ
っ
て
天
下
を
巡
り
、
父
の
建
立
し
た

刻
石
に
一
つ
一
つ
自
身
の
痕
跡
を
残
し
た
。『

史
記』

秦
始
皇
本
紀
に

は
、
そ
の
年
の
春
に

｢

二
世
東
行
郡
縣｣

し
、｢

到
碣
石
、
并
海
、
南

至
會
稽
、
而
盡
刻
始
皇
所
立
刻
石｣

し
、
最
後
に

｢

至
遼
東
而
還｣

し
、

四
月
に
よ
う
や
く
咸
陽
に
戻
っ
た
と
あ
る
。｢

趙
正
書｣

に
は
、

(

胡
亥
が)

欲
起
屬
車
萬
乘
以
撫
天
下

(

属
車
一
万
台
を
用
い
て

天
下
を
巡
行
し
よ
う
と
し
た)

。

と
あ
り
、
こ
れ
は
巡
行
準
備
を
さ
す
。
ま
た
胡
亥
は
律
令
を
整
理
・
修

正
し
た
。『

史
記』

に
は
、

(

秦
の
二
世
は)

遵
用
趙
高
、
申
法
令

(

趙
高
に
従
い
、
法
令
を

は
っ
き
り
と
し
め
し
た

(�))

。

と
あ
る
。｢

申
法
令｣

と
は
具
体
的
に
は
、
始
皇
帝
が
制
定
し
た
法
令

を
整
理
・
再
確
認
し
た
意
で
、
始
皇
帝
が
か
つ
て
先
王
の
法
令
を
整
理
・

再
確
認
し
た
の
と
同
様
の
行
為
で
あ
る

(�)

。
二
世
元
年
一
〇
月
詔
書
に
は

｢

律
令
當
除
定
者
畢
矣

(

律
令
の
改
訂
は
完
了
し
た)｣

と
あ
り
、
法
令

の
整
理
・
再
確
認
が
確
か
に
行
わ
れ
、
か
つ
か
な
り
早
期
に
完
成
し
た

と
わ
か
る
。｢

趙
正
書｣

に
は
胡
亥
が

｢

燔
律
令

(

律
令
を
焼
き
尽
く

し
た)｣

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
律
令
改
訂
に
関
す
る
誤
伝
か
も
し
れ
な

い
。第

三
に
、
二
世
皇
帝
は
改
元
を
行
い
、
大
赦
を
実
施
し
、
官
吏
や
人

民
を
優
遇
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
。『

史
記』

六
国
年
表
と

｢

趙
正
書｣

は
と
も
に
、
胡
亥
が
即
位
後
に

｢

大
赦
罪
人

(

罪
人
を
大
赦
し
た)｣

と
し

(�)
、
前
掲
二
世
元
年
詔
書
木
牘
に
も
、

以
元
年
、
與
黔
首
更
始
、
盡
爲
解
除
故
罪
、
令
皆
已
下
矣

(

元
年
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を
も
っ
て
、
人
民
と
新
た
な
始
ま
り
を
迎
え
、
過
去
の
罪
を
す
べ

て
赦
免
し
、
そ
れ
ら
の
令
は
み
な
す
で
に
公
布
さ
れ
た)

。

と
あ
る
。
当
該
詔
書
発
布
前
に
す
で
に
改
元
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
人

民
の
過
去
の
罪
が
不
問
に
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
胡
亥
は

｢

與
民
更
始

(
人
民
と
更
始)｣

し
、
新
時
代
を
始
め
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
詔
書
に
は
さ
ら
に
、

毋
以
徭
賦
擾
黔
首
、
毋
以
細
物
苛
劾
縣
吏

(

徭
賦
に
よ
っ
て
人
民

を
乱
す
こ
と
な
く
、
些
細
な
こ
と
で
県
吏
を
苛
責
し
て
は
な
ら
な

い)

。

と
も
あ
り
、
こ
れ
は
労
役
や
税
に
よ
っ
て
人
民
の
生
産
活
動
や
生
活
を

妨
げ
ぬ
よ
う
に
し
、
地
方
官
吏
に
も
寛
大
な
態
度
を
と
る
よ
う
命
じ
た

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
胡
亥
は
恩
恵
を
施
す
こ
と
で
統
治
の
正
統
性
を

強
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
秦
滅
亡
後
に
こ
の
施
策
は
否
定
的

に
評
価
さ
れ
た
。
賈
誼

『

過
秦
論』

は
二
世
皇
帝
に
つ
い
て

重
以
無
道
、
壞
宗
廟
、
與
民
更
始
、
作
阿
房
宮
、
繁
刑
嚴
誅
、
吏

治
刻
深
、
賞
罰
不
當
、
賦
斂
無
度

(

無
道
を
重
ね
、
宗
廟
を
破
壊

し
、
人
民
と
新
た
な
始
ま
り
を
迎
え
、
阿
房
宮
を
建
設
し
、
刑
罰

を
煩
雑
か
つ
厳
し
く
し
、
官
吏
の
統
治
は
厳
し
く
、
賞
罰
が
不
当

で
、
税
の
徴
収
が
無
制
限
で
あ
っ
た

(�))
。

と
批
判
し
て
い
る
。
宗
廟
制
度
改
革
は
破
壊
と
み
な
さ
れ
、｢

與
人
民

更
始｣

も

｢

無
道｣

な
暴
挙
と
み
な
さ
れ
た
。｢

趙
正
書｣

に
は
、
胡

亥
が
巡
行
に
出
る
準
備
を
し
、｢

且
與
人
民
更
始｣

と
自
ら
宣
言
し
た

の
ち
、
子
嬰
の
諫
言
が
つ
づ
く
。｢

趙
正
書｣

所
収
の
い
わ
ゆ
る
李
斯

の
臨
終
上
書
に
こ
う
あ
る
。

及
中
人
之
功
力
而
求
更
始
者
、
王
勉
之
矣
。
斯
見
其
央

(

殃)

今

至
矣

(

中
人
の
功
徳
・
能
力
を
も
っ
て
し
て
新
た
な
始
ま
り
を
求

め
、
王
は
こ
れ
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
李
斯
に
は
今
や
災

難
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
ま
す

(�))

。

つ
ま
り
、
胡
亥
が

(

上
級
で
も
下
級
で
も
な
い)

普
通
の
人
の
功
績
や

能
力
を
活
用
し
て
民
と
と
も
に
新
時
代
を
求
め
よ
う
と
し
た
が
、
力
及

ば
ず
、
か
え
っ
て
災
い
を
招
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な

｢

趙
正
書｣

の
作
者
が
、
二
世
皇
帝
に
新
時
代
を
め
ざ
し
た
施
策
が
あ
っ

た
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
、
か
つ
賈
誼
同
様
、
そ
れ
を
否
定
的

に
捉
え
て
い
た
こ
と
を
し
め
す
。

第
四
に
、
趙
高
を
任
用
し
李
斯
を
処
刑
し
た
。『

史
記』

と

｢

趙
正

書｣

は
い
ず
れ
も
二
世
皇
帝
即
位
後
に
、
趙
高
が
郎
中
令
に
任
命
さ
れ

た
と
す
る
。『

史
記』

の
秦
始
皇
本
紀
と
李
斯
列
伝
で
は
さ
ら
に
、
二

世
皇
帝
が
趙
高
の
甘
言
に
騙
さ
れ
て
禁
中
に
引
き
こ
も
り
、
趙
高
が
禁

中
と
朝
廷
を
壟
断
し
て
権
力
を
一
手
に
握
り
、
二
世
皇
帝
に
李
斯
を
処

刑
さ
せ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、｢

趙
正
書｣

に
は
単
に
胡

亥
が

｢

又
欲
殺
丞
相
斯｣

と
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
李
斯
が
上
書
し

て
ど
の
よ
う
に
自
己
弁
護
し
た
の
か
、
そ
し
て
李
斯
の
死
後
に

｢

立
高

行
丞
相
・
御
史
之
事

(

趙
高
を
立
て
て
丞
相
・
御
史
大
夫
の
仕
事
を
行

わ
せ
た)｣
こ
と
が
み
え
る
が
、
趙
高
が
李
斯
の
死
に
ど
う
関
わ
っ
た

か
は
の
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
と
は
異
な
り
、『

史
記』

で
は
、
趙

高
が
秦
滅
亡
と
李
斯
の
死
に
関
わ
る
重
要
人
物
だ
と
さ
れ
、
趙
高
に
関
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わ
る
伝
説
や
物
語
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
宮
崎
市
定
は
、
趙
高
を

中
心
人
物
と
す
る
一
連
の
物
語
に
は
元
ネ
タ
が
あ
っ
た
と
推
測
し
て
お

り
、
こ
れ
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
宮
崎
市
定
は
蒙
恬
列
伝
の

｢

趙
高
者
、�
趙
疏
遠
属
也

(

趙
高
は
諸
趙
の
遠
戚
で
あ
る)｣

と
い
う

記
述
か
ら
、
趙
高
が
趙
国
の
王
族
で
、
趙
の
復
讐
を
行
っ
た
と
し
た
が

(�)

、

司
馬
遷
は
は
っ
き
り
と
秦
王
が

｢

姓
趙
氏｣

で
あ
る
と
い
い
、｢

諸
趙｣

と
は
秦
の
王
族
を
さ
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
趙
高
が
始
皇
帝
の
側
近
や

胡
亥
の
師
と
し
て
仕
え
た
理
由
を
よ
り
う
ま
く
説
明
で
き
る
。
趙
高
宦

官
説
は
蒙
恬
列
伝
の

｢

隠
官｣
の
語
が
の
ち
の
通
行
本
で

｢

隠
宮｣

に

作
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
誤
解
で
あ
る

(�)
。｢

趙
正
書｣

所
載
の
趙
高
は
、

『

史
記』

の
ご
と
く
際
立
つ
存
在
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
諫
言
を
聞
か

ぬ
胡
亥
に
責
任
を
か
ぶ
せ
、
趙
高
に
関
わ
る
要
素
を
省
い
た
た
め
か
も

し
れ
な
い
。
李
斯
の
二
つ
の
上
書
と
子
嬰
の
諫
言
は
、
胡
亥
へ
の
諫
言

に
関
連
す
る
か
ら
こ
そ

｢

趙
正
書｣

に
収
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、『

史
記』

の
李
斯
列
伝
や
蒙
恬
列
伝
と
似
て
い
る
た
め
、

同
じ
原
資
料
に
由
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
五
に
、
二
世
皇
帝
と
趙
高
の
死
に
つ
い
て
、『

史
記』

秦
始
皇
本

紀
に
は
、
趙
高
が
二
世
皇
帝
を
謀
殺
し
て
子
嬰
を
擁
立
し
た
が
、
最
終

的
に
子
嬰
に
殺
さ
れ
た
こ
と
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、｢

趙
正
書｣

で
は
、
こ
の
出
来
事
が
末
備
に
た
い
へ
ん
簡
略
に
し
る
さ
れ
、
趙
高
が

｢

行
丞
相
・
御
史
之
事｣

し
た
の
ち
、

未
能
終
其
年
而
果
殺
胡
亥

(

そ
の
年
が
終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
胡
亥
を

殺
し
た)

。

と
あ
り
、『

史
記』

と
一
致
す
る
。
だ
が
そ
の
後
に
は
、

將
軍
張

(

章)

邯
入
夷
其
国
、
殺
高

(

将
軍
章
邯
が
趙
高
の
国
を

滅
ぼ
し
、
趙
高
を
殺
し
た)

。

と
も
あ
り
、
こ
の
点
は

『

史
記』

と
異
な
る
。

目
下
知
ら
れ
る
出
土
簡
帛
に
残
さ
れ
た
二
世
皇
帝
即
位
後
の
歴
史
的

事
件
は
、『

史
記』

ほ
ど
豊
富
で
は
な
い
が
、
大
部
分
が

『

史
記』

を

裏
づ
け
る
も
の
で
、
前
漢
前
期
の
人
び
と
の
二
世
皇
帝
に
対
す
る
歴
史

的
記
憶
は
相
当
一
貫
し
て
い
た
と
わ
か
る
。
興
味
深
い
の
は
、
後
世
に

悪
行
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
を
、
二
世
皇
帝
本
人
は
自
己
顕
示
に
活
用
し

て
い
た
点
で
、
た
と
え
ば
宗
廟
改
革
、
律
令
改
訂
、
人
民
と
の
新
た
な

始
ま
り
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
矛
盾
を
ど
う
説
明
す
べ
き
か
。

思
う
に
、
比
較
的
合
理
的
な
解
釈
は
、
君
主
の
常
軌
を
越
え
た
行
為
は

政
治
的
正
当
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
か
。
つ
ま
り
二
世
皇
帝
が
後
世
の
人
々
に
歴
史
的
地
位
を
低
く
評

価
さ
れ
、
統
治
資
格
の
な
い
、
皇
帝
権
力
の
行
使
に
値
せ
ぬ
人
物
だ
と

み
な
さ
れ
た
結
果
、
そ
の
行
動
も
す
べ
て
誤
り
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

に
至
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
節

漢
代
に
お
け
る
二
世
皇
帝
の
地
位

二
世
皇
帝
は
史
上
、
凡
庸
な
君
主
・
暴
君
だ
と
広
く
認
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
か
れ
の
在
位
期
間
は
わ
ず
か
三
年
間
で
、
ま

た
即
位
か
ら
一
年
未
満
で
陳
勝
が
乱
を
起
こ
し
て
張
楚
を
自
称
し
、
王
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位
を
名
乗
っ
た
。
そ
の
た
め
漢
初
の
人
び
と
は
二
世
皇
帝
の
歴
史
的
地

位
を
ほ
と
ん
ど
重
視
せ
ず
、
か
れ
が
か
つ
て
皇
帝
や
最
高
統
治
者
で
あ
っ

た
歴
史
さ
え
認
め
た
く
な
い
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

『

史
記』
は
二
世
皇
帝
を
単
独
で
は
本
紀
に
立
て
ず
、
秦
始
皇
本
紀

の
末
尾
に
付
記
し
た
。
か
か
る
構
成
に
は
三
つ
の
理
由
が
考
え
う
る
。

第
一
に
、『

史
記』
の
本
紀
は
、
十
二
辰
や

『

春
秋』

十
二
公
に
倣
い
、

一
二
を
定
数
と
し
て
お
り
、
数
に
限
り
が
あ
っ
た
。
じ
じ
つ
、
二
世
皇

帝
だ
け
で
な
く
、
前
漢
恵
帝
も
独
立
し
た
本
紀
を
も
た
ず
、
呂
太
后
本

紀
に
付
記
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
二
世
皇
帝
の
治
世
は
短
く
、
記
録

す
べ
き
事
柄
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
単
独
の
本
紀
と
し
て
立
て
る
に
は

不
十
分
だ
っ
た
。
第
三
に
、
司
馬
遷
は
陳
勝
挙
兵
後
の
二
世
皇
帝
を
も

は
や
天
下
の
支
配
者
と
み
な
さ
ず
、
本
紀
に
値
し
な
い
と
み
な
し
た
の

で
は
な
い
か
。
秦
楚
之
際
月
表
の
序
文
に
は
、

五
年
之�
、
號
令
三�亶(
五
年
の
間
に
号
令
を
出
す
者
が
三
度
も

変
わ
っ
た)

。

と
あ
り
、
太
史
公
自
序
に
は
、

八
年
之�
、
天
下
三�亶(
八
年
の
間
に
天
下
が
三
度
も
変
わ
っ
た)
。

と
あ
り
、
秦
漢
の
間
に
は
楚
が
介
在
し
た
と
み
な
さ
れ
、
つ
ま
り
二
世

皇
帝
政
権
は
そ
の
元
年
に
す
で
に

｢

張
楚｣

の
陳
勝
の
手
に
堕
ち
た
と

さ
れ
て
い
る

(�)

。
こ
の
よ
う
に
、
二
世
皇
帝
の
治
世
は
事
実
上
無
視
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

二
世
皇
帝
の
統
治
を
無
視
す
る
と
い
う
こ
の
方
針
は
、『

史
記』

に

始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
前
漢
前
期
の
人
び
と
の
一
般
的
慣
例
だ
っ

た
。
筆
者
は
か
つ
て
論
文

｢

秦
代
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か

両
漢
の
正
統
観
の
形
成
と
確
立｣

で
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
が
、
こ
こ

で
少
し
繰
り
返
し
て
述
べ
て
お
く
。
す
な
わ
ち

『

史
記』

高
祖
功
臣
侯

者
年
表
に
は
、
功
績
記
録
時
に

｢

前
元
年｣

の
語
が
一
一
回
、｢

前
二

年｣

の
語
が
二
回
登
場
す
る
。『

漢
書』

も
こ
れ
を
踏
襲
し
、
顔
師
古

注
に
は

｢

前
元
年
、
謂
初
起
之
年
、
即
秦
胡
亥
元
年

(

前
元
年
は
、
劉

邦
が
初
め
て
挙
兵
し
た
年
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
秦
の
胡
亥
元
年
で
あ
る

(�))｣

と
あ
る
。
顔
師
古
注
の
推
測
は
合
理
的
で
、
確
認
も
得
ら
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る

｢

前
〇
〇
年｣

と
は
劉
邦
が
初
め
て
挙
兵
し
た
年
か
ら
〇
〇

年
目
を
指
す
。
劉
邦
の
挙
兵
は
二
世
元
年
九
月
で
あ
る
の
で
、｢

前
元

年｣

は
二
世
元
年
に
あ
た
る
。｢

前｣

と
は

｢

漢
建
国
以
前｣

の
意
で
、

始
皇
帝
三
七
年
〜
漢
元
年

(

元
年
を
含
ま
な
い)

の
間
の
二
世
皇
帝
の

在
位
期
間
を
さ
す
。『

史
記』

高
祖
功
臣
侯
者
年
表
の
記
載
は
呂
后
二

年
時
の
功
績
記
録
に
基
づ
い
て
お
り

(�)

、｢

前
元
年｣

云
々
も
漢
初
の
朝

廷
用
語
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
は
出
土
簡
帛
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
漢
初
の
長
沙
国
相�大
侯

利
蒼
の
子
の
墓

(

馬
王
堆
三
号
漢
墓)

か
ら
出
土
し
た
帛
書

｢

五
星
占｣

や

｢

刑�｣
甲
・
乙
篇
に
は
み
な
秦
〜
漢
初
の
紀
年
の
注
記
が
あ
る
。

｢
刑�｣
甲
・
乙
篇
は
漢
成
立
前
の
歴
史
を
秦
の
紀
年
で
し
め
す
が
、

二
世
元
年
に
あ
た
る
と
こ
ろ
は
み
な

｢

秦
二
世
皇
帝
元｣

で
な
く

｢

張

楚｣

と
注
し
、
二
世
皇
帝
の
在
位
の
紀
年
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
帛
書

｢

五
星
占｣
で
は
、｢

秦
始
皇
帝｣

ま
た
は

｢

秦
始
皇｣

の
紀
年
が
ず
っ

と
四
〇
年
ま
で
続
き
、
そ
の
あ
と
に
漢
元
年
が
続
き
、
二
世
皇
帝
の
紀
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年
は
実
在
し
な
い
秦
始
皇
三
八
年
・
三
九
年
・
四
〇
年
に
置
き
換
え
ら

れ
て
い
る

(�)
。
ま
た
最
新
の
証
拠
と
し
て
二
〇
一
八
年
出
土
の
荊
州
胡
家

草
場
漢
簡
の
編
年
記
事
書

｢

歳
紀｣

が
あ
る
。
こ
れ
は
お
お
よ
そ
前
漢

文
帝
期
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
、
二
つ
の
簡
冊
に
分
か
れ
る
。
第
一
簡

冊
に
は
秦
昭
王
元
年
〜
秦
始
皇
時
代
、
第
二
簡
冊
は
秦
二
世
〜
漢
文
帝

時
代
の
出
来
事
が
記
録
さ
れ
、
形
状
や
形
式
は
異
な
る

(�)

。
こ
れ
は
、
二

世
皇
帝
期
の
記
録
が
始
皇
帝
の
記
録
と
一
括
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
前

漢
に
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
し
め
す
。
こ
れ
は
、
二
世
元
年
に
陳

勝
の
乱
が
勃
発
し
、
二
世
皇
帝
の
治
世
が
漢
朝
前
史
の
始
ま
り
と
み
な

さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

だ
が

『

史
記』

の
二
世
皇
帝
に
対
す
る
態
度
は
複
雑
で
あ
る
。
秦
始

皇
本
紀
で
は
胡
亥
即
位
後
、
通
例
ど
お
り

｢
二
世
皇
帝｣

や
、
略
し
て

｢

二
世｣

と
し
る
さ
れ
、
皇
帝
の
地
位
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は

漢
初
の
慣
習
と
は
乖
離
し
て
い
る
。｢

趙
正
書｣

冒
頭
で
は

｢

昔
者
秦

王
趙
正

(

む
か
し
秦
王
趙
正
は
…
…)｣

と
記
さ
れ
、
さ
ら
に

｢

王
死

而
胡
亥
立

(

王
が
死
ぬ
と
胡
亥
が
立
っ
た)｣

と
記
さ
れ
、｢
王｣
と
称

し
て

｢

皇
帝｣

と
は
称
さ
ず
、
さ
ら
に
直
接

｢

趙
正｣

・｢

胡
亥｣
と
い

う
名
で
記
し
、
即
位
に
伴
う
称
号
の
改
変
に
従
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ

う
な
呼
称
に
は
秦
の
帝
王
を
貶
め
る
意
味
が
あ
り
、
軽
蔑
や
敵
意
を
含

ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
秦
楚
の
際
の
東
方
六
国
遺
民
の
や
り
か
た
を
踏

襲
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

漢
が
成
立
す
る
と
、
始
皇
帝
の
地
位
は
早
々
に
認
め
ら
れ
た
が
、
二

世
皇
帝
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
湖
北
省
荊
州
松
柏
Ｍ
一
号
漢
墓
か
ら

出
土
し
た

｢

葉
書｣
(

前
漢
武
帝
七
年

(

元
光
元
年
、
前
一
三
四
年)

に
書
か
れ
た)

に
は
、
戦
国
秦
の
昭
王
か
ら
前
漢
の
武
帝
ま
で
の
各
帝

王
の
在
位
年
数
が
み
え
、
こ
う
あ
る
。

始
皇
帝
卅
七
年
死

(

始
皇
帝
は
在
位
三
十
七
年
で
死
去
し
た)

。

胡�(

亥)

三
年
死

(

胡
亥
は
在
位
三
年
で
死
去
し
た

(�))

。

こ
の
木
牘
は
、
基
層
の
官
吏
が
仕
事
で
使
用
し
て
い
た
も
の
で
あ
る

(�)

。

こ
こ
で
は
始
皇
帝
の
紀
年
は
三
七
年
ま
で
で
終
わ
り
、
そ
の
あ
と
の
三

年
間
は
胡
亥
の
紀
年
を
用
い
て
は
い
る
が
、｢

二
世
皇
帝｣

と
は
よ
ば

れ
ず
、｢

始
皇
帝｣

に
対
す
る
扱
い
と
は
明
白
に
異
な
る
。

比
較
す
る
と
、
前
漢
武
帝
後
期
に
書
か
れ
た

『

史
記』

で
は
、
継
承

の
正
統
性
や
人
間
性
の
問
題
ゆ
え
に
胡
亥
の
称
号
が
貶
め
ら
れ
る
よ
う

な
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
漢
朝
の

｢

秦
を
継
ぐ｣

と
い

う
意
識
が
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

(

も
っ
と
も
、
そ
の
意
識
は
ま
だ
不
安
定
だ
っ
た
が)

。
相
対
的
に
、
二

世
皇
帝
を
否
定
し
、
秦
と
漢
の
間
に

｢

張
楚｣

が
介
在
し
た
と
の
観
念

は
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

胡
亥
の
帝
位
継
承
過
程
に
つ
い
て

『

史
記』

は
胡
亥
詐
立
説
を
採
る
。

そ
の
う
ち
、
沙
丘
で
の
密
謀
に
関
す
る
対
話
は
明
ら
か
に
後
人
の
創
作

で
あ
り
、
出
土
簡
帛
に
見
ら
れ
る
当
時
流
行
し
て
い
た
他
説
と
は
大
き

く
異
な
る
。『
史
記』

の
な
か
に
も
こ
れ
と
矛
盾
す
る
別
の
記
載
が
あ
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る
。
胡
亥
詐
立
説
は
二
世
即
位
当
初
か
ら
す
で
に
出
現
し
て
い
た
可
能

性
が
あ
り
、
の
ち
に
反
秦
勢
力
の
楚
人
が
利
用
し
た
。
漢
朝
を
建
て
た

劉
邦
集
団
は
反
秦
勢
力
の
楚
人
か
ら
派
生
し
た
も
の
ゆ
え
、
お
の
ず
と

こ
の
説
を
引
き
継
い
だ

(�)
。｢

趙
正
書｣

は
前
漢
前
期
の
山
東
地
方
に
残

さ
れ
て
い
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
歴
史
記
憶
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、

始
皇
帝
が
臨
終
時
に
胡
亥
を
正
式
に
後
継
者
指
名
し
、
秦
の
滅
亡
を
二

世
が
諫
言
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
せ
い
だ
と
す
る
。
こ
れ
は
賈
誼

『

過

秦
論』

の
、
二
世
が
中
庸
を
得
た
君
主
で
政
策
を
変
更
し
た
な
ら
秦
朝

を
救
え
た
は
ず
だ
と
す
る
見
解
と
い
く
ぶ
ん
似
て
い
る
。

二
世
皇
帝
が
即
位
後
に
と
っ
た
施
策
に
つ
い
て
は
、『

史
記』

と

｢

趙
正
書｣

の
記
述
は
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
。
二
世
元
年
詔
書
も

『

史
記』

の
一
部
を
裏
付
け
る
。
だ
が
二
世
元
年
詔
書
は
二
世
皇
帝
の

施
策
を
正
面
か
ら
た
た
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
秦
の
滅
亡
後
の
人
び
と

の
評
価
と
は
正
反
対
で
あ
る
。

二
世
皇
帝
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
漢
初
の
人
び
と
は
き

び
し
く
否
定
的
な
態
度
を
と
り
、
か
れ
の
紀
年
を
抹
消
し
た
だ
け
で
な

く
、
そ
の
名
を｢

胡
亥｣

と
よ
び
、
皇
帝
と
し
て
の
地
位
を
認
め
な
か
っ

た
。『

史
記』

の
態
度
は
比
較
的
複
雑
で
、
一
方
で
は
二
世
皇
帝
の
た

め
に
本
紀
を
設
け
て
い
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
か
れ
を

｢

二
世
皇
帝｣

と
認
め
、
称
号
を
貶
め
て
は
い
な
い
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
要
因
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
第
一
に
、
前
漢
建
国
か
ら
し
ば
ら
く
し
て

｢

張
楚｣

の
影
響
が
徐
々
に
弱
ま
り
、｢

秦
の
継
承｣

と
い
う
意
識
が
そ
れ
に
取
っ

て
代
わ
っ
た
た
め
。
司
馬
遷
が
始
皇
帝
を
重
視
し
、
漢
が
秦
の
水
徳
を

受
け
て
土
徳
を
採
る
べ
き
と
考
え
た
こ
と
が
そ
の
証
左
で
あ
る
。
第
二

に
、
二
世
皇
帝
個
人
が
秦
滅
亡
を
ま
ね
い
た
と
い
う
人
び
と
の
印
象
が

薄
れ
、
秦
の
政
治
や
制
度
全
体
を
再
評
価
す
る
考
え
が
主
流
に
な
っ
た

た
め
。
そ
れ
ゆ
え
二
世
皇
帝
の
地
位
を
否
定
す
る
こ
と
自
体
に
あ
ま
り

意
味
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
〇
世
紀
半
ば
ま
で
、
私
た
ち
の
秦
史
に
対
す
る
認
識
は
ほ
ぼ
す
べ

て

『

史
記』

に
基
づ
い
て
い
た
。『

史
記』

の
撰
者
の
司
馬
談
・
司
馬

遷
は
、
時
代
で
言
え
ば
漢
人
で
、
地
域
で
言
え
ば
代
々
関
中
在
住
の
秦

地
の
人
だ
っ
た
。
前
漢
前
期
の
東
方
六
国
故
民
に
比
べ
、
司
馬
氏
父
子

は
秦
朝
を
よ
り
重
視
し
て
い
た

(�)

。
か
れ
ら
は
諸
説
を
整
理
し
て
自
分
ら

の
論
述
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
れ
は
時
代
の
影
響
を
受
け
る
と
と
も
に
、

撰
者
自
身
の
秦
に
対
す
る
複
雑
な
感
情
や
思
想
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

『

史
記』

を
読
解
す
る
と
き
に
は
こ
の
点
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

出
土
文
献
は
、
前
漢
前
期
の
人
び
と
の
秦
史
の
記
憶
や
認
識
の
よ
り

多
く
の
原
始
的
な
断
面
を
反
映
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
も
の
、『

史
記』

と
比
べ
て
共
通
す
る
特
徴
も
も
つ
。
こ
れ
ら
の
特

徴
は
、『

史
記』

の
枠
組
み
を
超
え
、
漢
代
人
の
秦
史
観
の
変
遷
を
考

察
し
、
秦
史
を
通
じ
て
漢
朝
自
体
を
理
解
す
る
う
え
で
、
た
い
へ
ん
重

要
な
意
義
を
も
つ
。『

史
記』

に
つ
い
て
も
、
異
な
る
歴
史
的
記
憶
を

理
解
す
る
こ
と
で
、
著
者
が
ど
の
よ
う
な
史
料
に
基
づ
い
て
い
か
に
取

捨
選
択
し
た
か
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
著
述
の
意
図
を
理

解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
出
土
文
献
の
意
義
は
、
史
書
の
記
載
を
証
明

― 14 ―



し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
史
書
や
歴
史
そ
の
も
の
の

豊
か
さ
を
再
発
見
し
、
感
じ
取
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

�
(

１)

呂
思
勉

｢

二
世
之
立｣

(『

秦
漢
史』

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、

二
〇
・
二
二
頁)

。
(

２)

宮
崎
市
定

｢
史
記
李
斯
列
伝
を
読
む｣

(『

東
洋
史
研
究』

第
三
五
巻
第
四

号
、
一
九
七
七
年
、
二
九
〜
六
〇
頁)

。

(

３)

北
京
大
学
出
土
文
献
研
究
所
編

『

北
京
大
学
蔵
西
漢
竹
書

(

参)』
(

上
海

古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
五
年)
。

(

４)

陳
侃
理

｢《

史
記
》
与
《
趙
正
書
》

歴
史
記
憶
的
戦
争｣
(『

中
国
史
学』

第
二
六
巻
、
朋
友
書
店
、
二
〇
一
六
年
、
二
五
〜
三
七
頁)

、
同

｢

司
馬
遷
与

《
過
秦
》
篇｣

(『

嶺
南
学
報』

復
刊
第
一
〇
輯
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇

一
八
年
、
一
四
七
〜
一
五
九
頁)

、
同

｢

如
何
定
位
秦
代

両
漢
正
統
観
的

形
成
与
確
立｣

(『

史
学
月
刊』

二
〇
二
二
年
第
二
期
、
五
〜
一
八
頁)

。

(

５)
『

史
記』

秦
始
皇
本
紀

(

中
華
書
局
一
九
八
二
年
版
、
二
六
五
頁)

。

(

６)
『

史
記』

李
斯
列
伝

(

二
五
四
九
〜
二
五
五
三
頁)

。

(

７)

宮
崎
注
２
前
掲
論
文

(

二
九
〜
六
〇
頁)

参
照
。

(

８)

雷
依
群

｢

論
扶
蘇
不
得
立
為
太
子｣

(『

咸
陽
師
範
学
院
学
報』
二
〇
一
四

年
第
五
期
、
一
〜
三
頁)

。

(

９)

隗
状
は
、
現
行
本
で
は

｢

隗
林｣

に
訛
作
す
る
。『

索
隠』

引
顔
之
推
等
の

説
と
伝
世
秦
始
皇
二
六
年
詔
書
刻
辞
に
よ
っ
て
改
め
る
。

(�)

秦
統
一
後
に

｢

関
内
侯｣

を

｢

倫
侯｣

に
改
め
た
。
里
耶
秦
簡

(

８����
。

図
版
号
四
六
一)

書
同
文
字
木
方

(

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編

『

里
耶
秦

簡

(

壹)』

文
物
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
四
頁)

。

(�)

趙
高
に
は
弟
趙
成
が
お
り
、『

史
記』

秦
始
皇
本
紀
に
は
趙
高
が
二
世
皇
帝

を
殺
す
ま
え
に

｢

與
其
婿
咸
陽
令
閻
樂
・
其
弟
趙
成
謀｣

(

二
七
五
頁)

を
し

た
と
あ
る
。
も
し
題
名
中
の
趙
成
と
こ
れ
が
同
一
人
物
な
ら
、
趙
高
は
秦
王

族
の
庶
子
で
、
お
そ
ら
く
生
母
が
隠
官
の
出
ゆ
え
、
下
妻
と
な
り
、
爵
を
継

承
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

(�)

陳
侃
理
注
４
前
掲
論
文

(

二
〇
一
六
年
、
二
七
〜
二
八
頁)

。

(�)

こ
の
説
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
孫
家
洲

｢

兔
子
山
遺
址
出
土
《
秦
二

世
元
年
文
書
》
与
《
史
記
》
紀
事
抵
牾
釈
解｣

(『

湖
南
大
学
学
報

(

社
会
科

学
版)』

二
〇
一
五
年
第
三
期
、
一
七
〜
二
〇
頁)

、
辛�
勇

『

生
死
秦
始
皇』

(

中
華
書
局
、
二
〇
一
九
年
、
六
二
・
六
五
・
七
二
・
七
四
頁)

、
孫
家
洲

｢

秦
二
世
継
位�
迷
案�
新
考｣

(『

史
学
集
刊』

二
〇
二
二
年
第
一
期
、
七
八

〜
八
七
頁)

。

(�)
陳
侃
理
注
４
前
掲
論
文

(

二
〇
一
六
年
、
三
五
〜
三
七
頁)

。

(�)
『

史
記』

陳
渉
世
家

(

一
九
五
〇
頁)

。

(�)
陳
侃
理
注
４
前
掲
論
文

(

二
〇
一
六
年
、
二
五
〜
三
七
頁)

。

(�)
『

史
記』

秦
始
皇
本
紀

(

二
六
四
・
二
六
八
頁)

。

(�)
『

史
記』

秦
始
皇
本
紀
は
蒙
毅
殺
害
事
件
を
省
略
す
る
が
、
詳
細
は
蒙
恬
列

伝
に
見
え
る

(

二
五
六
九
〜
二
五
七
一
頁)

。

(�)
こ
の
出
来
事
は

『

史
記』

秦
始
皇
本
紀
に
見
え
る

(

二
六
六
頁)

。
二
世
皇

帝
の
宗
廟
改
革
に
つ
い
て
は
李
開
元

｢

秦
始
皇
第
一
次
巡
游
到
西
県
告
廟
祭

祖
説

兼
及
秦
統
一
後
的
廟
制
改
革｣

(

梁
安
如
・
徐
衛
民
主
編

『

秦
漢
研

究』

第
一
〇
輯
、
陝
西
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
、
一
〇
〜
一
七
頁)

、
田

天

｢

在
県
道
与
郡
国

論
秦
及
西
漢
宗
廟
制
度
的
演
進｣

(『

史
学
月
刊』

二
〇
二
二
年
第
一
〇
期
、
三
二
頁)

を
参
照
。

(�)
『

史
記』

秦
始
皇
本
紀｣

(

二
六
七
頁)

。

(�)
現
存
す
る
少
な
か
ら
ぬ
秦
代
度
量
衡
器
に
は
、
秦
始
皇
二
六
年
詔
書
の
ほ

か
に
、
二
世
皇
帝
詔
書
が
付
記
刻
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
上
海
博
物
館
所

蔵
の
両
詔
銅
楕
量
等
に
は
各
々

｢

兩
詔｣

器
が
あ
る
。
国
家
計
量
総
局
・
中

国
歴
史
博
物
館
・
故
宮
博
物
院
主
編

『

中
国
古
代
度
量
衡
図
集』

(

文
物
出
版

社
、
一
九
八
四
年,

六
五
・
六
六
・
六
七
・
一
三
六
・
一
三
七
頁)

。

(�)
写
真
・
録
文
は
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
・
益
陽
市
文
物
処

｢

湖
南
益
陽
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兔
子
山
遺
址
九
号
井
発
掘
簡
報｣

(『

文
物』

二
〇
一
六
年
第
五
期
、
三
二
〜

四
八
頁)

参
照
。
の
ち
に
研
究
者
が
ま
た
校
訂
を
加
え
て
い
る
。
陳
偉

｢《

秦

二
世
元
年
十
月
甲
午
詔
書
》
校
釈｣

(『

秦
簡
牘
校
読
及
所
見
制
度
考
察』

武

漢
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
、
三
五
六
〜
三
六
二
頁)

、
何
有
祖

｢

湖
南
益

陽
兔
子
山
九
号
井
秦
二
世
元
年
牘
釈
読｣

(『

新
出
秦
漢
簡
帛
叢
考』

科
学
出

版
社
、
二
〇
二
一
年
、
七
五
〜
八
二
頁)

。
い
ま
諸
説
を
参
考
に
大
ま
か
に
訳

し
て
お
く
。

(�)
以
上
の
三
つ
の
出
来
事
は

『

史
記』

秦
始
皇
本
紀
に
見
え
る

(

二
六
七
、

二
六
九
、
二
六
八
頁)
。

(�)
岳
麓
秦
簡
に
は
律
令
を
新
た
に
編
集
・
配
列
し
な
お
し
た
痕
跡
が
あ
る
。

ま
た
い
く
つ
か
の
条
文
は
重
複
し
、
内
容
・
用
語
に
は
規
則
的
変
化
が
あ
る
。

こ
れ
は
お
も
に
始
皇
帝
期
に
改
定
・
整
理
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

(�)
『

史
記』

六
国
年
表
二
世
元
年
条

｢
十
月
戊
寅
、
大
赦
罪
人｣

(

七
五
八
頁)

。

(�)
｢

壞
宗
廟
、
與
民
更
始
、
作
阿
房
宮｣
。
通
行
点
校
本

『

史
記』

は
標
点
を

｢

壞
宗
廟
與
民
、
更
始
作
阿
房
宮｣

(

中
華
書
局
、
一
九
八
二
年,

二
八
四
頁
、

二
〇
一
四
年
、
三
五
七
頁)

に
作
る
が
、
不
正
確
。
こ
の
点
は
陳
侃
理
注
４

前
掲
論
文

(

二
〇
一
八
年
、
一
五
〇
頁)

で
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。

(�)
｢

及
中
人
之
功
業｣

は
も
と
も
と
上
に
続
け
て
読
み
、｢
燔
其
律
令
及
中
人

之
功
力｣

に
作
る
が
、
読
み
に
く
い
。
思
う
に
こ
れ
は
下
に
続
け
て
読
む
べ

き
で
、｢

及｣

は

｢

以｣
(

用
い
る
・
よ
る)

意
。『

史
記』

張
丞
相
列
伝
で
は

趙
堯
が
劉
邦
に

｢

陛
下
獨
宜
爲
趙
王
置
貴
彊
相
、
及
呂
后
・
太
子
、
羣
臣
素

所
敬�単
乃
可｣

と
の
べ
て
い
る

(

二
六
七
八
頁)

。
ま
た

『

漢
書』

趙
堯
伝
も

ほ
ぼ
同
じ
で
、｢

敬�単｣
の
下
に

｢

者｣

字
が
あ
る

(

二
〇
九
六
頁)

。
こ
れ

は

｢

及｣

を

｢

以｣

と
読
む
例
で
あ
る
。

(�)

宮
崎
注
２
前
掲
論
文

(

二
九
〜
六
〇
頁)

。

(�)

こ
れ
は
陳
直
が
は
じ
め
て
指
摘
し
た
こ
と
で
、
最
近
さ
ら
に
傍
証
さ
れ
て

い
る
。
李
開
元

｢

説
趙
高
不
是
宦
閹

《
補
史
記
・
趙
高
列
伝》｣

(『

史
学

月
刊』

二
〇
〇
七
年
第
八
期
、
二
二
〜
二
九
頁)

。

(�)

田
余
慶

｢

説
張
楚

関
于�
亡
秦
必
楚�
問
題
的
探
討｣

(『

歴
史
研
究』

一
九
八
九
年
第
二
期
。
の
ち

『

秦
漢
魏
晋
史
探
微』

中
華
書
局
、
二
〇
一
一

年
に
再
録)

。

(�)
『

漢
書』

高
恵
高
后
文
功
臣
表

(

五
五
一
頁)

。

(�)
『

史
記』

高
祖
功
臣
侯
者
年
表
で
は
功
績
記
録
が
そ
の
ま
ま
記
録
さ
れ
て
お

り
、
た
と
え
ば

｢

呂
宣
王｣

(

呂
后
の
父)

や

｢

悼
武
王｣

(

呂
后
の
兄
で
あ

る
周
呂
侯
呂
澤)

な
ど
、
の
ち
に
廃
止
さ
れ
た
称
号
も
そ
の
ま
ま
記
さ
れ
、

原
文
に
た
い
へ
ん
忠
実
だ
と
わ
か
る
。
朱
東
潤

｢

読
《
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
》

後｣
(『

史
記
考
索

(

外
二
種)』

華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
五

六
〜
六
三
頁)

。

(�)
裘
錫
圭
主
編

『

長
沙
馬
王
堆
漢
墓
簡
帛
集
成』

第
一
冊

(

中
華
書
局
、
二

〇
一
四
年
、
一
七
七
〜
一
八
三
頁

(

図
版))

、
同
書
第
四
冊

(

二
三
八
〜
二

四
二
頁

(

釈
文))

。

(�)
李
志
芳
・
蒋
魯
敬

｢

湖
北�
州
市
胡
家
草
場
西
漢
墓
Ｍ
一
二
出
土
簡
牘
概

述｣
(『

考
古』

二
〇
二
〇
年
第
二
期
、
二
二
頁)

。
だ
が
文
中
に
は
ま
だ
、
二

世
皇
帝
が
簡
文
で
い
か
に
よ
ば
れ
て
い
た
の
か
は
論
じ
ら
れ
て
な
い
。

(�)
本
牘
の
写
真
は
正
式
に
は
ま
だ
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
録
文
は�
州

博
物
館
展
品
の
陳
列
と
説
明
に
よ
る
。
游
逸
飛

｢

戦
国
至
漢
初
的
郡
制
変
革｣

(

台
湾
大
学
歴
史
学
系
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
四
年
六
月
、
一
九
四
頁)

。

(�)
陳
侃
理

｢

時
間
秩
序｣

(

陳
侃
理
主
編

『

重
写
秦
漢
史

出
土
文
献
的
視

野

』

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
二
三
年
、
四
七
一
〜
四
七
三
頁)

。

(�)
叔
孫
通
は
か
つ
て
劉
邦
に
対
し
、
秦
始
皇
帝
が
扶
蘇
を
早
め
に
太
子
と
し

て
定
め
な
か
っ
た
た
め
、
趙
高
が
胡
亥
を
詐
立
す
る
機
会
を
得
、
こ
れ
が
秦

朝
滅
亡
の
原
因
と
な
っ
た
と
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
長
子
を
廃
し
て
幼
子
を
立

て
る
こ
と
の
な
い
よ
う
諌
め
た
。
こ
の
こ
と
は

『

史
記』

叔
孫
通
伝

(

二
七

二
四
〜
二
七
二
五
頁)

に
見
え
る
。

(�)
祝
総
斌

｢

有
関
《
史
記
》
崇
儒
的
幾
個
問
題｣

(『

材
不
材
斎
史
学
叢
稿』

二
〇
〇
九
年
、
三
五
頁)

は
司
馬
遷
に
つ
い
て

｢

一
般
的
な
儒
家
が
秦
を
一

― 16 ―



方
的
に
非
難
す
る
の
と
は
異
な
り｣

、｢

秦
の
暴
政
を
記
録
し
批
判
す
る
必
要

が
あ
り
、
そ
れ
が
三
統
の
一
つ
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

一
方
で
、
秦
の

｢

成
功
の
大
き
さ｣

も
認
め
、
漢
代
が
容
易
に
受
け
入
れ
実

行
し
た
一
部
の
統
一
政
策
や
制
度
に
つ
い
て
は
継
承
す
べ
き
と
考
え
て
い
る｣

と
す
る
。

陳
侃
理

(

北
京
大
学
中
国
古
代
史
研
究
中
心
教
授)

柿
沼
陽
平

(

本
学
教
授)

― 17 ―
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頭
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二
〇
二
四
年
の
ア
ジ
ア
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・
東
洋
史
学
コ
ー
ス

植
田
喜
兵
成
智�

論

説

『

史
記』

と
出
土
文
献
に
お
け
る
秦
の
二
世
皇
帝

陳
侃
理

(

柿
沼
陽
平
訳)�

周
王
朝
の

｢

文
王｣

の

｢

文｣

と
、｢

経
緯
天
地
曰
文｣

の
源
流
に
つ
い
て

豊
田

久��

李
基
白
史
学
の
歴
史
的
背
景
に
関
す
る
一
考
察
―
生
誕
百
年
に
寄
せ
て

李

成

市��

中
華
民
国
時
期
江
蘇
省
無
錫
県
栄
巷
鎮
に
お
け
る
農
村
経
済
の
発
展

小
丁
巷
・
鄭
巷
・
楊
木
橋
３
ヶ
村
を
例
と
し
て

弁
納

才
一��

翻
訳
論
説

古
代
中
華
帝
国
形
成
期
に
お
け
る
財
政
の
変
容

マ
キ
シ
ム
・
コ
ロ
ル
コ
フ

前
四
世
紀
後
半
か
ら
前
一
世
紀
を
中
心
に

(

中)
(

柿
沼
陽
平
監
訳
・
日
坂
優
太
訳) ��

｢

民
族｣

の
建
設
は
容
易
だ
が
、｢

市
民｣

の
創
造
は
困
難
で
あ
る

王

明
珂

辺
境
を
ど
の
よ
う
に
見
て
、
い
か
に
理
解
す
る
か

(

長
谷
川
大
和
訳) ���

農
村
変
遷
的
堅�
女
性

蕭
美
季
女
士
訪
問
記
録

潘
美
慈
・
曽
獻
緯

(

弁
納

才
一
訳) ���

訳

注

『

後
漢
書』

西
羌
伝
訳
注

(

六)

長
江
流
域
文
化
研
究
所
編���

『

慈
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黄
氏
日
抄
分
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申
明
訳
注

そ
の
四

巻
七
一

申
明
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初
任
諸
司
差
委
事

(

続)

宋
代
史
ゼ
ミ
ナ
ー
ル���

第
二
任
浙
西
提
擧
司
帳
管

資
料
紹
介

黄
興
は
早
稲
田
の
学
生
だ
っ
た
？：

僅
か
な
か
け
ら
が
示
す
も
の

小
二
田

章���

紀
行
文

二
〇
二
四
年
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南
省
諸
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征
関
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遺
跡
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記
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博
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智���
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記
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熊
敬
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新
津
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一
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